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令和４年８月阿見町教育委員会定例会議事録  

 

会議日時 令和４年８月２５日（木）午後３時３０分 

会議場所 阿見町立中央公民館 集会室 

出席委員 

出席者 

委 員 中 島 雅 己 

委 員 岡 田 治 美 

委 員 湯 原 敦 子 

欠席者 

教育長 立 原 秀 一 

委 員 小 林 和 裕 

委員以外 

の出席者 

教育部長、学校教育課長、生涯学習課長補佐、中央公民館長 

図書館長、給食センター所長、予科練平和記念館長、学校教育課主任 

議  題 

報告第１３号 阿見町予科練平和記念館運営協議会委員の委嘱の専決 

について 

議案第４１号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につい 

       て 

議案第４２号 阿見町立学校再編計画について 

議案第４３号 阿見町人材育成海外留学奨学補助金交付規則の一部を 

改正する規則について 

議案第４４号 令和４年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）につい 

       て 

令和４年８月教育業務報告及び９月教育業務予定 

傍 聴 者 ０名 

議 事 概 要 

 

事務局 

 

 

 

 

 

職務代理者 

 

 

 

 

 

委員 

 

職務代理者 

 

 

 

 

 定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

本日の教育委員会ですが、立原教育長が諸般の事情により出席できま

せんので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の

規定により、職務代理者の中島委員に議事進行を務めていただきます。

よろしくお願いします。 

 

それでは阿見町教育委員会会議規則第８条の規定により、ただいまよ

り令和４年８月教育委員会定例会を開会します。 

まず会議録の確認ですが、７月教育委員会定例会の会議録についてお

伺いします。会議録については、皆様に配付したとおりでよろしいでし

ょうか。 

 

異議なし。 

 

次に、本日の教育委員会定例会の議事録署名人について、阿見町教育

委員会会議規則第１７条の規定により、岡田委員を指名します。よろし

くお願いいたします。 
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職務代理者 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

職務代理者 

 

事務局 

 

 

 

職務代理者 

 

 

 

委員 

 

職務代理者 

 

 

事務局 

 

それでは審議事項に入ります。はじめに報告第１３号について、事務

局より説明をお願いします。 

 

○報告第１３号 阿見町予科練平和記念館運営協議会委員の委嘱の

専決について 

資料１ページをご覧ください。非常勤特別職の阿見町予科練平和記念

館運営協議会委員について、その委嘱を専決させていただきました。委

員は１０名で、内４名が新任です。 

報告は以上です。 

 

ただいま事務局より、報告第１３号の説明がございましたが、ご質問

等ありましたらお願いします。 

 

この協議会はどれくらい前から続いている組織なのでしょうか。 

 

当館開設以来、続いている協議会です。 

 

任期が７月１日からですが、４月１日からではない理由があるのでし

ょうか。 

 

この協議会は毎年７月に１回目の会議を開催します。４月１日付の委

嘱となると、実際の協議会開催まで３か月以上も期間が空いてしまいま

すので、開催時期に合わせた委嘱期間としています。 

 

協議会は年２回開催でしょうか。 

 

基本的には年２回を予定していますが、委員の皆様には必要に応じて

館の運営状況をご説明したり、検討事項が生じた際にはご相談したりし

ています。 

 

他にご質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、報告第１３号について承認することにご異議あり

ませんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、報告第１３号については承認されました。 

次に議案第４１号について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇議案第４１号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定に

ついて 



3 
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委員 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ページ及び別紙資料をご覧ください。個人情報となりますの

で、別紙資料は終了後に回収させていただきます。 

要保護及び準要保護児童生徒の認定については、阿見町就学援助規則

により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に

必要な費用を援助する制度です。 

今回は追加分となります。認定者１２名の内、過去に書類不備で不認

定となった者については、書類が整ったことから日付を遡って認定を行

います。その他については申請月からの認定となります。 

説明は以上です。承認をよろしくお願いします。 

 

ただいま事務局より、議案第４１号の説明がございましたがご質問等

ありましたらお願いします。 

 

一度不認定となった方は遡れるということでしょうか。 

 

今回、４月認定となっている方については年度初めに申請をいただい

ていましたが、書類に不備があったため認定できませんでした。書類が

揃ったことから申請月に遡って、認定させていただきました。 

 

他にご質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、議案第４１号について承認することにご異議あり

ませんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、議案第４１号については承認されました。 

次に議案第４２号について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇議案第４２号 阿見町立学校再編計画について 

資料４ページをご覧ください。本件は５月定例会でご説明しました、

あさひ小と本郷小の通学区域見直しを行うための学校再編検討委員会

について、その答申の承認を求めるものです。 

本郷二丁目及び上本郷の一部地域については、あさひ小開校以来、居

住時期によって通学校を分ける特例を敷いており、その見直しを検討す

るための再編検討委員会を７月から２回開催しました。その答申を８月

１０日付で委員長より受領しています。 

答申内容は２点あります。１点目は、本郷二丁目及び上本郷の一部地

域の通学区域について、平成２９年８月３１日を基準日とする特例を今

年度限りで終了し、あさひ小の通学区域とすること。２点目は、あさひ

小から本郷小への学校再編を理由とする指定校変更を今年度限りで終

了することです。 
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２点目についてはただし書として、当該地域から指定校として本郷小

に通学している児童とその兄弟等及び今年度末までに本郷小への指定

校変更を許可した児童とその兄弟等については、引き続き指定校変更を

認めることとしています。 

特例の終了により当該地域の指定校は本郷小からあさひ小に変わる

ため、現在本郷小に通学している児童の兄弟等は引き続き本郷小に通学

できるよう指定校変更で許可をし、また、あさひ小の通学区域から本郷

小に通学している児童の兄弟等についても同様の事情により許可する

というものになっています。 

説明は以上です。答申について、承認をよろしくお願いします。 

 

ただいま事務局より、議案第４２号の説明がございましたがご質問等

ありましたらお願いします。 

 

質問ではありませんがよろしいでしょうか。この再編検討委員会につ

いては、２回目を傍聴いたしました。１回目の様子が分かりませんので

思い違いもあるかもしれませんが、感じたことがありますので、次回以

降のこういった審議会では検討していただきたいと思うことがありま

す。 

まず委員のメンバー構成について、今回の実際の当事者は本郷二丁目

と上本郷の方々だと思います。その方々がメンバーにもう少しいてもい

いのではないかと思いました。もちろん、あさひ小学区のことですので、

あさひ小の色々な地区から参加していただくのは良いことだと思いま

すが、やはり直接関わるのは本郷二丁目と上本郷の方々です。本郷二丁

目から本郷小に通っている児童と同じ登校班に入る一区の方など、そう

いった方々には関係がある、関心の高い内容だと思うんです。 

でも、それ以外の方にとっては恐らくそこまで影響がない、特に意見

はないとなってしまうというか、外部から、外から見ての意見ももちろ

ん必要ですが、自分のこととしてはあまり関係がないとなってしまいま

す。 

直接関係のある人とない人の人数配置が同じですので、関係のある区

長一人が意見をしても、そうですよねとなる方が他にいませんので、気

持ちが伝わり辛いというのをすごく感じました。私はその区長と同じ地

区ですので、区長の意見に同感しながら色々なことを思いました。 

そういったことが他の地区から別の議題が出てしまう原因にもなっ

たのではないかと思うんです。議論の方向がずれてしまった場面もあり

ました。直接関わる方々には重要な、知らなければならないことですか

ら、もう少し幅広く人を選んでも良かったのではないかと感じました。 

 

ありがとうございます。私自身も初めて再編検討委員会に参加しまし

たが、温度差があるのは感じました。今回、関係性が高くても委員を辞
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退された地区もありましたし、この話題には触れたくないという方もい

らっしゃいました。色々な事情はあると思いますが温度差があったのは

事実ですので、今後こういった審議会設置の際は考慮しながら、人選を

したいと思います。 

 

他にご質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、議案第４２号について承認することにご異議あり

ませんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、議案第４２号については承認されました。 

次に議案第４３号について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇議案第４３号 阿見町人材育成海外留学奨学補助金交付規則の一

部を改正する規則について 

資料６ページをご覧ください。本件は７月定例会で一度不承認となり

ましたが、改めて例規審査と修正を行いました。前回からの変更点とし

ては、ご指摘をいただいた高等学校、大学、高等専門学校をまとめた表

記を「学校等」に修正しています。 

説明は以上です。承認をよろしくお願いします。 

 

ただいま事務局より、議案第４２号の説明がございましたがご質問等

ありましたらお願いします。 

前回気付かなかった箇所で気になるところがあります。申請に必要な

添付書類として、「学校等に在籍する者は学校等の長又は担当教授等が

発行する推薦書又は在学証明書」とあります。 

この推薦書ですが、推薦書の内容が選考に関係ないのであれば、在学

証明書の方が公的文書としてしっかりと効力があると思います。学校長

が記載した推薦書であればよいと思いますが、一般教授の推薦書につい

ては要件を満たしているのでしょうか。 

 

たしかに公的文書としては、一般教授の推薦書は弱いと思います。在

学証明書は学校長名で発行するものですので、公的文書としてはより効

力があるとは思います。 

 

逆に現行規則が推薦書だけになっていますので、少し弱いのではない

かと感じました。個人的な意見になりますが、在学証明書だけでもいい

のではないでしょうか。 

他の委員のご意見も伺えればと思いますが。 
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推薦書の重さがどのくらいのものなのかは分かりませんので、どちら

が良い、悪いというのは分からない部分ではありますが、在学証明書だ

けでいいというのであれば、在学していれば誰でもいいという性質のも

のになると思います。 

それとも、その学生個人を見て、この学生ならば補助金を出してでも

海外で勉強してきて欲しいというような、ある程度のラインを作って判

断するのか、そこが推薦書を必要とするか否かの判断になるのではない

でしょうか。ですので、推薦書も学校長のものならと感じたところがあ

りました。 

 

現行を見ると、校長又は担当教授の推薦書となっています。ここを見

ると、推薦書が交付決定の有無にかなり影響を及ぼすと見ることができ

ますが、改正後は推薦書又は在学証明書となっていますので、推薦書は

必要ないのではないかという気がします。 

高校を含めて、学校長が推薦書を書くのであれば公的文書としてしっ

かりとしたものになると思いますが、学生にとっての担当教授は高校だ

と担任教諭と同じですので、担任の先生が書いたものを公的文書と同じ

扱いができるのかは疑問が残ります。在学証明書及び推薦書であれば問

題ないと思いますが、又は、というのはあまり意味がないように感じま

す。学校等の公印が押されるわけでもなく、単純に人柄だけを判断する

書類になりますので、推薦書が交付決定の判断に必要なのであれば、在

学証明書も必要ではないかなと思いました。 

 

推薦書の発行者が誰でもいいわけではないということはおっしゃる

とおりかと思います。そうなると、両方あった方が確実だと感じました。 

 

そうすると、卒業した者についての卒業証明書も同じことが言えるの

ではないでしょうか。人柄を見るのに卒業証明書だけでは分かりません

し、そこに推薦書があった方が本来は良いと思いますが、そうなるとこ

の補助金申請のハードルがどんどん上がってしまいます。 

広く募集するものですから、あまりハードルが上がるのは良くないと

思います。その辺はどうなのでしょうか。 

 

学生については、今のお話があったように両方でよいのではないかと

思いました。ただ卒業した方については、卒業後にある程度の時間が経

って、その期間を経て学校が推薦書を出すというのは意味のないものだ

とも思います。在籍していた時は、その頃は良い学生でした、という証

明にしかなりませんので。 

社会に出てからこういうことをしようという意気込みを持っている

方々に昔の学校の推薦書が必要となると、私も社会に出てから様々なこ

とに挑戦しましたので、わざわざ学校に行って貰わなければならないの
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であれば、挑戦しなかったと思うんです。卒業された後に関しては、推

薦書はなくてもいいのではないかと個人的には思いました。 

 

それではいかがでしょうか。もう一度、例規審査にかけてもらうのか、

それとも「又は」の部分を修正する形で教育委員会の承認をするのが良

いのか。差し戻した方がよろしいのでしょうか。 

 

例規審査後の取扱いは担当課判断となりますので、軽微なものであれ

ば、この場で修正の確認をもって承認してもよろしいかとは思います。 

ただ、確実に他の制度や規則等に影響が出ないものという前提はある

かと思います。 

 

わかりました。もう一度整理したいと思います。 

現行の改正案では、学校等への在籍者は推薦書又は在学証明書のどち

らでも良いとなっています。この場合、在学証明書だけでは人柄を見る

ことは出来ません。もし、人柄を見るために推薦書もあった方が良いと

いうことであれば、推薦書及び在学証明書となります。このどちらかに

なると思います。 

私個人としては、補助金を出すか否かが事務的なもので、書類さえ揃

っていれば良いというのであれば、在学証明書だけでいいのではないか

と思います。審議をするために推薦書が必要で、それで判断するのであ

れば推薦書も必要だと思います。 

 

推薦書と在学証明書では求めているものが全く違うものだと思いま

す。例えば、小学校から中学校、中学校から高校というように、次に繋

げるためのものであれば推薦書も在学証明書も、どちらも必要になると

思います。違う意味合いのものですので。 

ただ、これは補助金を与える町のスタンスとして、何を求めているか

で変わってくると思います。推薦書か在学証明書のどちらかで良いとい

うのは、私も不思議に感じます。 

もし人物まで見て優秀な者に、そういう信頼の下にということでした

ら両方必要だと思いますが、学校側が必ず推薦書を出せるわけではあり

ませんので、難しいところだと思います。 

 

それでは、再度検討させていただいて、改めてもう一度お出ししたい

と思います。町長からはできるだけハードルを下げて、より多くの方に

活用してほしいという願いを伺っています。そこも加味しながら精査し

たいと思います。 

 

わかりました。それでは継続審議として、議案第４３号については不

承認といたします。 



8 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務代理者 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別の箇所になりますが、様式第１号に保護者という記載があります。

未成年だけであれば保護者でもよいですが、成人された方も申請者には

含まれますので、この項目の記載が必須であれば保証人といった名称の

方が適切ではないかと思いました。検討をお願いします。 

次に議案第４４号について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇議案第４４号 令和４年度阿見町一般会計補正予算案（教育費）に

ついて 

資料１１ページをご覧ください。令和４年度第３回阿見町議会定例会

に提出する一般会計補正予算案の教育費について記載しています。今回

は歳出のみとなります。 

教育費全体で見ると、全て増額補正になります。主なものとしては、

教育総務費の事務局費が職員給与関係経費と事務局事務費で増額、小学

校費の学校管理費が学校施設整備事業で増額、中学校費の学校管理費が

学校施設整備事業で増額、社会教育費の社会教育総務費が職員給与関係

経費で増額、公民館費が職員給与関係経費と中央公民館維持管理費で増

額、図書館費が図書館運営費で増額、保健体育費の学校給食費が職員給

与関係経費、給食センター運営費、給食センター維持管理費で増額とな

ります。 

説明は以上です。 

 

ただいま事務局より、議案第４４号の説明がございましたがご質問等

ありましたらお願いします。 

 

時間外勤務手当の増額補正が多く、少し気になりました。何か理由が

あったのでしょうか。これまでは働き方改革で時間外勤務が減っていっ

た経過も見ていましたが。 

 

時間外勤務手当については、教育総務費の事務局費は学校教育課と指

導室、社会教育費の社会教育総務費は生涯学習課、公民館費は中央公民

館、保健体育費の学校給食費は給食センターで、それぞれ増額補正を要

求しています。 

時間外勤務手当にはシーリングと呼ばれる、予算要求の限度額があり

ます。新規事業が増えても当初予算の時間外手当が積み上がることがな

く、足りなくなった分を途中で補正するというやり方になっています。

そのため、事業が増えれば増えた分だけ時間外手当が必要になっても、

その分は補正予算として要求しなければなりません。 

例えば、学校教育課についての事情になりますが、年度当初に役場庁

舎から中央公民館への事務局移転作業がありました。また、課内で長期

療養を必要とする職員がおり、その者が担当する業務を他の職員が負担

しています。他にも、通学区域見直しに伴う学校再編検討委員会の運営、
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職務代理者 

 

 

 

委員 

 

職務代理者 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本郷小の教室不足を回避するための検討会議や関係各課との調整業務、

ＧＩＧＡスクール構想に伴うＩＣＴ機器管理や通信環境改善の対応等、

様々な課題解決の必要性が生じたために、時間外勤務が増えてしまって

いる状況です。 

 

働いた分はしっかりと支給するべきと当然思っていますので、多く必

要になってしまったことについての不満ではありませんし、その分、し

っかりと業務を行っていただければと思いますが、増えてしまった理由

については、今のようにしっかりと説明できるようにしていただきたい

と思います。 

 

給食センター関連の増額補正は、先日の設備故障に起因するものでし

ょうか。 

 

いいえ。食材費高騰に対応して、国の臨時交付金を活用して賄材料費

に充当する前提で支出金額を増やしています。その分、児童生徒の給食

費は据え置きで対応する予定です。学校給食費の増額補正はこの賄材料

費がメインとなっています。 

 

他にご質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、議案第４４号について承認することにご異議あり

ませんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、議案第４４号については承認されました。 

次に、令和４年８月教育業務報告及び９月教育業務予定を事務局から

お願いします。 

 

〇令和４年８月教育業務報告 

１日町教頭会、町教務主任会、２日町外国語教育担当者研修会、３日

定例管理職会、文化芸術振興審議会、４日町特別支援教育担当者研修会、

５日町教育研究会、９日町議会臨時会、全員協議会、１０日子ども会育

成連合会意見交換会、１６日県民総合体育大会中学校大会優勝者表敬訪

問、２３日通学路交通安全対策推進会議、２４日教員評価面談、２５日

教員評価面談、教育委員会定例会、２９日教員評価面談、予科練運営協

議会、３０日部課長会議、町議会全員協議会、３１日定例管理職会 

 

〇令和４年９月教育業務予定 

２日町校長会、５日町教頭会、６日町議会定例会開会、町教務主任会、

７日町議会一般質問、８日町議会一般質問、町教育支援委員会、９日町
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議会一般質問、１２日町議会民生教育常任委員会、１３日計画訪問（朝

日中）、１５日町議会予算決算特別委員会、１６日町議会予算決算特別

委員会採決、２０日計画訪問（竹来中）、２６日計画訪問（あさひ小）、

２７日町議会定例会閉会、２８日教育委員会定例会、３０日定例管理職

会 

 

ただいま事務局より、令和４年８月教育業務報告及び９月教育業務予

定の説明がありましたが、ご質問等ございましたらお願いします。 

（その他協議事項、連絡事項については下記記載のとおり） 

 

新型コロナウイルスが未だ治まらない状況ですが、９月からの学校は

予定どおりでしょうか。まだ国や県は動いていないと思いますが。 

 

現在のところ予定どおりです。 

 

 〇学校給食アンケートの調査結果考察について 

先月も速報としてご説明しましたが、アンケート結果の考察と今後の

方針をまとめましたので、改めてご説明いたします。 

６月２１日から７月８日にかけて、全町立小中学校の児童生徒及び教

職員を対象に学校給食に関するアンケート調査を実施しました。全体の

味、米飯の味、塩味の濃さ、量、内容の５項目を選択式で、好きな献立、

意見感想の２項目を記述式で、各校の実施結果を給食センターで集計し

ました。 

結果としては、全体の味、米飯の味、内容で「とてもおいしい」「お

いしい」「とても良い」「良い」を選択した割合は、教職員の米飯の味を

除いて９５％を超えました。ただ、全体の味より米飯の味の評価が低く

なっている状況です。 

「まずい」「とてもまずい」を選択した児童生徒は、全体の味で４９

人、米飯の味で１２１人に上り、米飯の味で「まずい」「とてもまずい」

を選択した教職員の割合は児童生徒の２倍、人数は１８人に上りまし

た。 

塩味の濃さで「ちょうどよい」を選択した割合は、全区分で８０％以

上です。量で「ちょうどよい」を選択した割合は、教職員が８０％を超

えているのに対し、児童生徒は６５％と低くなっています。 

意見感想は、回答を肯定的内容の「良好」と、改善点や要望等が書か

れた「改善要望」の二つに区分したところ、児童生徒・教職員共に「良

好」が過半数を占めました。 

意見感想については、計４０３件をいただきました。「良好」な意見

は２３８件で、感謝のコメントが１３５件、おいしいが６４件といった

内容です。「改善要望」については１６５件で、デザートの回数増加が

１８件、献立改善が１４件、量が多い又は少ないが１４件といった内容
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です。 

好きな献立については計２，０９５件の回答をいただいており、お米

のタルトが３３６件、カレーが２９３件、フルーツポンチが２１７件で

した。 

考察となりますが、学校給食全体の評価は概ね高く、調理内容を抜本

的に改める必要はないと思われます。ただ、割合は少ないものの米飯の

味で「まずい」「とてもまずい」を選択した児童生徒が１２１人、教職

員が１８人おり、自由回答の中にも「日によって固いときがある」「焦

げが入っていてまずい」との指摘があることから、米飯については検討

と対策が必要だと考えます。 

炊飯の機械については行程が自動化されているため、水につける時間

と炊く時の水の量の改善から取り組んでいきたいと思っています。 

また、前回の説明で米飯の味の評価が低い理由が麦ご飯にあるのでは

ないかというお話をしましたが、それについての考察も行いました。 

米飯の評価が低かった学校に給食センターで聞き取りを行うととも

に、米飯の残飯調査を行いました。 

学校への聞き取りでは、ご飯が固い、麦ご飯が固い、固まりがある、

茶色い、焦げている部分がある、日によって炊き方がまちまち、お焦げ

が多すぎる日がある、といった意見や、毎日ではなく麦ご飯のときに問

題がある、米の味や麦ご飯についての意見はない、お焦げが好きな児童

もいる等、まちまちな意見でした。 

米飯の残食調査については、小中学校で分けて、残食率を麦ご飯の日

と麦を混ぜない日の平均値で比較した結果、残食率では麦ご飯の日の方

がわずかに低いことが分かりました。 

これらの結果から、学校の聞き取りでは焦げの発生や麦ご飯に問題が

あるとの意見をいただいていましたが、そもそも麦ご飯を提供する曜日

の方が多いため、それ自体に問題があるわけではないと思われます。そ

のため、米飯の評価が低い理由はご飯の固さと焦げによるもので、麦ご

飯の提供と直接的な因果関係はなく、原因ではありませんでした。今後

は、米飯の固さと焦げの対策に取り組んでいきたいと思います。 

 

焦げはどうしようもないですね。手は加えられないのでしょうか。 

 

ラインになっているため、人が調整できるのは水の量と水につける時

間のみとなります。まずは水の量を変えて、焦げの減少や固さの緩和に

取り組みたいと思いますが、提供するご飯に影響が出ないよう、徐々に

様子を見ながら調整していくことになると思います。 

固いご飯が好きな方もいると思いますので、高い評価を得ている現状

では全面的に変えることは考えていません。評価がより高くなるよう、

聞き取りや栄養教諭の情報もフィードバックしながら改善に努めたい

と思っています。 
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機器メーカーに情報は伝わっているのでしょうか。 

 

納品業者に確認したところ、先程の対応で考えてもらいたいとの回答

をいただいています。 

 

メーカーが推奨する時間などの情報提供があったりしたわけではな

いのですね。 

 

はい。メーカーからは、麦ご飯の時は水の量を増やしたりしないと、

麦は水の吸収率が米と異なるため、調整が必要ではないかとの話をいた

だいています。 

 

〇あみスポーツフェスタ２０２２について 

今年度、町民運動会を大きく様変わりして当イベントを行います。こ

れまでは行政区の対抗戦という形で競技を行っていましたが、地区の人

数差が大きくなり、区長の選手集めも困難な状況で、参加できない区が

生まれるといった様々な問題が生じていました。そのため、今年度より

スポーツフェスタという名称で、自由参加型で計画を立てました。 

イベント内容としては、町内にある６つの団体に協力を得て、ちびっ

こ相撲、陸上、グラウンドゴルフといった様々な催しを行います。場所

は総合運動公園を会場とします。 

二所ノ関部屋力士や親方、阿見アスリートクラブ在籍選手といった

方々の参加も予定しており、大々的に盛り上げていきたいと考えていま

す。 

駐車場については、町民マラソン大会をベースに考えていますが、よ

り多くの来場者が見込まれるため、中央公民館からのシャトルバスも運

行します。 

 

〇予科練平和記念館企画展「霞空１００年記念展」 

コロナ禍で休館やイベント中止が続いていましたが、３年ぶりに企画

展を開催することとなりました。今年は大正１１年に霞ヶ浦海軍航空隊

が開隊してからちょうど１００年を迎えることから、当館で所蔵してい

る当時の写真や資料を特別展示します。 

ご来館をよろしくお願いします。 

 

他に質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、以上をもちまして本日の会議を終了させていただ

きます。 
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そ の 他 連 絡 事 項 等 

事務局 〇次回の教育委員会 

 ９月教育委員会定例会 

  令和４年９月２８日（水）午後３時３０分 

閉会 午後４時５０分 

 

議事録署名    令和  年  月  日 

 

                   教育長職務代理者 中島 雅己 

 

委    員   岡田 治美 

 


